
 

 

 

 

 

３ 放射能等に係る規制値等 

 

 

 

 

 

 

 



放射性物質濃度に関する基準値等について

放射性物質 濃度（Bq／kg） 測定方法

放射性ヨウ素
飲料水

＊

（ヨウ素１３１）
牛乳

*

・乳製品

野菜類 （根菜，芋類を除く）

魚介類

放射性セシウム 飲料水

（セシウム１３４， 牛乳・乳製品

１３７） 野菜類

穀類

肉・卵・魚その他

(H24.2.3　放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値の見直しについて) 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 測定方法

放射性セシウム 肥料・土壌改良資材・培土 400

（セシウム１３４， 馬、豚、家きん等用飼料 300

１３７） 牛用飼料 100

養殖魚用飼料 100

(H23.7.14　農水省　汚泥肥料に関する基礎知識とQ&A（一般向け） ) 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 測定方法

放射性セシウム 汚泥肥料 200 ゲルマニウム半導体検出器

４４４４　　　　環境省環境省環境省環境省がががが定定定定めるめるめるめる一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場（（（（管理型最終処分場管理型最終処分場管理型最終処分場管理型最終処分場））））にににに埋立処分埋立処分埋立処分埋立処分できるできるできるできる基準値基準値基準値基準値

(H23.6.28　環境省　一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて) 

 (H23.8.31　環境省　8,000Bq/kg を超え100,000Bq/kg 以下の焼却灰等の処分方法に関する方針について) 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 測定方法

放射性セシウム 埋立処分 8,000

方針中の処分方法に従った埋立処分 100,000

５５５５　　　　水浴場水浴場水浴場水浴場のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質にににに関関関関するするするする暫定基準値暫定基準値暫定基準値暫定基準値

(H23.6.24　環境省　水浴場の放射性物質に関する指針について ) 

放射性物質 濃度（Bq／kg） 測定方法

放射性ヨウ素 水浴場の水

（ヨウ素１３１）

放射性セシウム 水浴場の水 50

６６６６　　　　調理加熱用調理加熱用調理加熱用調理加熱用のののの薪及薪及薪及薪及びびびび木炭木炭木炭木炭のののの当面当面当面当面のののの指標値指標値指標値指標値

(H23.11.2　林野庁　調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について ) 

放射性物質 測定方法

薪（乾重量） 40

木炭（乾重量） 280

７７７７　　　　きのこきのこきのこきのこ原木及原木及原木及原木及びびびび菌床用培地菌床用培地菌床用培地菌床用培地のののの当面当面当面当面のののの指標値指標値指標値指標値

(H23.10.6　農林水産省　きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について ) 

放射性物質 測定方法

きのこ原木（乾重量）

菌床用培地（乾重量）

＊

食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値は，100Bq／kg

ゲルマニウム半導体検出器

２２２２　　　　肥料及肥料及肥料及肥料及びびびび飼料中飼料中飼料中飼料中のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質にににに関関関関するするするする暫定許容値暫定許容値暫定許容値暫定許容値

放射性セシウム

Ge半導体検出器またはNaIスペクトロメー

タ（木炭のみ）

濃度（Bq／kg）

放射性セシウム 150

Ge半導体検出器またはNaIスペクトロメー

タ

１１１１　　　　食品中食品中食品中食品中のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質にににに関関関関するするするする暫定規制値暫定規制値暫定規制値暫定規制値（（（（食品衛生法食品衛生法食品衛生法食品衛生法・・・・４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから新新新新たなたなたなたな基準値基準値基準値基準値のののの設定設定設定設定（（（（別紙別紙別紙別紙））））））））

　(H23.4.5　厚労省 食品安全部長通知による)

300

ゲルマニウム半導体検出器

2,000

200

500

３３３３　　　　汚泥肥料中汚泥肥料中汚泥肥料中汚泥肥料中のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質にににに関関関関するするするする暫定許容値暫定許容値暫定許容値暫定許容値（（（（汚泥肥料汚泥肥料汚泥肥料汚泥肥料はははは農家向農家向農家向農家向けけけけ））））

30

ゲルマニウム半導体検出器

ゲルマニウム半導体検出器

原則：原料汚泥中の放射性Cs濃度が200 Bq/kg以下の場合については、汚泥肥料の原料として使用できる。

特例：原料汚泥の放射性Cs濃度が施用する農地土壌以下であり、かつ、1,000 Bq/kg以下であれば、汚泥肥料の原料として使用できる。

濃度（Bq／kg）
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４ 測定機器の整備 
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５ 広報・広聴対応 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

                                             

福島第一原子力発電所事故に関する相談窓口の相談件数について 

 

１ 開設日時 

開設年月日：平成２３年３月１６日（水） 

開設時間：午前９時から午後５時まで 

 

２ 最近の主な相談内容 

 ・線量計の貸し出しについて 

 ・家庭菜園の野菜を測定したいので，検査機関を紹介してほしい 

 ・自宅周辺の空間線量を測定してほしい 

 ・太白区富沢小学校の除染について 

 ・旅行するに当たっての宮城県内の放射線量について 

 ・薪風呂の使用者に対する注意喚起について 

 

３ 相談件数推移 

 

 

平成２４年３月１６日 現在 累計 ７，５０６件 



みやぎ出前講座「放射線・放射能について」の実績

実施日

（平成24年3月16日時点）

申込者 人数 地域

平成23年11月18日（金） コイト電工株式会社 30 仙台市

平成23年11月21日（月） 白石市公衆衛生組合連合会 220 白石市

平成23年11月25日（金） 丸森町商工会大張支部 20 丸森町

平成23年12月 2日（金） 美里町青生小学校父母教師会 64 美里町

平成23年12月 7日（水） 同和興業㈱ 140 仙台市

平成23年12月 8日（木） 南小泉地区町内連合会 70 仙台市

平成24年 1月30日（月） （社）宮城県シルバー人材センター連合会 100 仙台市

平成24年 1月31日（火） 登米市津山地区公衆衛生組合連合会 60 登米市

平成24年 2月 4日（土） 東北ゴム労働組合 25 仙台市

平成24年 2月 4日（土） （社）宮城県トラック協会気仙沼支部青年部会 33 気仙沼市

平成24年 2月17日（金） 東北労働金庫築館支店 40 栗原市

平成24年 2月23日（木） 東北労働金庫岩沼支店ろうきん友の会 20 岩沼市

平成24年 2月27日（月） 石巻市健康部健康推進課 40 石巻市

平成24年 3月 1日（木） 角田市農村生活研究グループ 33 角田市

平成24年 3月 7日（水） 仙南地区生活研究グループ 64 大河原町

平成24年 3月13日（火） 弘慈会 石橋病院 医療安全対策委員会 129 栗原市

平成24年 3月14日（水） 鎌倉学級 29 多賀城市

平成24年 3月16日（金） 東日本環境防災専門校 27 仙台市

17 合計 1,144

※みやぎ出前講座は，東日本大震災の影響により，１０月から受付再開



 

 

 

 

 

６ 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 



東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議会則

（設置）

第１条 東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「事

故」という。）は、県内各方面に深刻な影響を与えつつあり、県内の各団体等の

一致団結した対応が求められていることから、総合的な対策の検討や情報提供・

情報共有などを行うため、県内の産業界や消費者団体、有識者、自治体等で構成

する東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議（以下「県民会議」

という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 県民会議は、次の事務を所掌する。

（１）事故による被害に係る総合的な対策に関すること。

（２）国等への要望等に関すること。

（３）事故による損害賠償請求に関すること。

（４）その他必要と認める事項に関すること。

（組織）

第３条 県民会議は、別表１に掲げる団体の長、有識者、自治体の長等をもって構

成する。

２ 県民会議に会長及び副会長を置き、構成員の互選により選出する。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 県民会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

２ 会長は、必要に応じ、議題に関係のある構成員のみを招集し、会議を開催する

ことができる。

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めるこ

とができる。

（庶務）

第５条 県民会議の庶務は、宮城県環境生活部原子力安全対策課において処理する。

（雑則）

第６条 この会則に定めるもののほか、県民会議の運営に関して必要な事項は、会

長が別に定める。

附 則

この会則は、平成２３年９月１２日から施行する。



別表１ （第３条関係）

団体名等 団体名等

《農林水産業関係団体》　５団体 《有識者》　２名

宮城県農業協同組合中央会会長 宮城県環境審議会会長

宮城県漁業協同組合経営管理委員会会長 宮城地区緊急被ばく医療ネットワーク会議委員長

宮城県森林組合連合会代表理事会長

社団法人宮城県畜産協会会長 《市町村等》　３６団体

宮城県土地改良事業団体連合会会長 仙台市長

石巻市長

《商工業関係団体》　５団体 塩竃市長

宮城県商工会議所連合会会長 気仙沼市長

宮城県商工会連合会会長 白石市長

宮城県中小企業団体中央会会長 名取市長

社団法人みやぎ工業会会長 角田市長

一般社団法人日本旅行業協会東北支部支部長 多賀城市長

岩沼市長

《保健医療福祉関係団体》　５団体 登米市長

社団法人宮城県医師会会長 栗原市長

社団法人宮城県歯科医師会会長 東松島市長

社団法人宮城県放射線技師会会長 大崎市長

社団法人宮城県薬剤師会会長 蔵王町長社団法人宮城県薬剤師会会長 蔵王町長

社団法人宮城県看護協会会長 七ヶ宿町長

大河原町長

《交通運輸関係団体》　３団体 村田町長

社団法人宮城県トラック協会会長 柴田町長

社団法人宮城県バス協会会長 川崎町長

東北港運協会会長 丸森町長

亘理町長

《消費者団体》　１団体 山元町長

宮城県生活協同組合連合会会長理事 松島町長

七ヶ浜町長

《教育・文化団体》　５団体 利府町長

宮城県私立中学高等学校連合会会長 大和町長

社団法人宮城県私立幼稚園連合会理事長 大郷町長

宮城県保育協議会会長 富谷町長

宮城県ＰＴＡ連合会会長 大衡村長

仙台市ＰＴＡ協議会会長 色麻町長

加美町長

《法曹関係団体》　２団体 涌谷町長

仙台弁護士会会長 美里町長

東北税理士会宮城県支部連合会会長 女川町長

南三陸町長

宮城県知事



東
京
電

力
福
島

第
一

原
子
力

発
電

所
事
故

被
害

対
策
基

本
方

針
［
概

要
版

］
 

 

平
成
２
４
年
１
月
３
１
日
 

宮
 
 
 

 城
  

 
 
県
 

 １
 
策
定
の
趣
旨

 

東
京
電

力
株
式

会
社
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
（
以
下
「
原
発
事
故
」
と
い
う
。）

に
よ

る
被
害

等
に

対
応
す
る
た
め
，

県
の

総
合
的
な

対
策

に
つ
い
て
の
基
本
的
視

点
や
個
別
取
組
方

針
を

県
民
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

 

 ２
 
方
針
の
位
置
づ
け

 

基
本
方
針

は
，
原
発
事
故
被
害

対
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
視
点
等
を
示
す
も
の
で
あ
り
，
こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
，
国
や
県

の
予

算
措
置
状

況
等
を
踏
ま
え
な
が
ら

，
具
体
的

取
組
と
事

業
を
ま

と
め
た
「
実
施
計
画
」
を
策
定
す
る
。

 

な
お
，
現
在
ま
で
の

と
こ
ろ
原
発
事
故
の
被
害
の

全
容
が
明

ら
か
に

な
っ
て
お

ら
ず
，
ま
た
，
今
後
，
食
品
の

安
全
基
準
の
改

定
等

が
予
定
さ

れ
て
い
る

こ
と
か
ら
，
適
時
適
切
に
見
直
し
を
図
る
。

 

 ３
 
主
な
内
容

 

（
１
）
目
標

 

震
災
以

前
の
安

全
・

安
心
な

み
や

ぎ
の
再

生
～

年
間
放

射
線
量

※
１

ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト
以
下
の

県
土
づ

く
り
～
 

 

 

   （
２
）
目
標
達
成
の
た
め
の

基
本
的
視
点
 

 

   

              

※
目
標
中
の
「
年
間
放
射
線

量
」
は
「
年
間
追
加
被
ば
く
線
量

（
外
部
被
ば
く
を
い
い
，
自
然
及
び
医
療
由
来
の
放
射
線
を
除
く

。）
」
を
意
味

 
し
ま
す
。

 

 

【
基
本

方
針
の

概
念

図
】
 

                                        

(1
) 
不

安
解
消

の
た

め
の
徹
底
し
た
対
応
 
～
県
民
の
目
線
に
立
っ
た
対
応
～
 

・
監
視
・

測
定

機
器
の
増
強
や
検
査
対
象
品
目
の
拡
充
に
よ
り
，
き
め
細
か
な
測
定
を
行
う
と
と
も
に
，
測
定

 

結
果

を
迅

速
に
公
表
し
ま
す
。
 

・
住
民
が

持
ち

込
ん
だ
家
庭
菜
園
等
の
農
産
物
を
測
定
す
る
た
め
の
体
制
整
備
に
努
め
ま
す
。

 

(2
) 
徹

底
し
た

放
射
線
低
減
化
シ
ス

テ
ム
の
構
築
 
～
年
間
放
射
線
量
１

mS
v
以
下
の
目
標
達
成
～
 

・
放
射
線

低
減

化
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
，
生
活
環
境
か
ら
放
射
性
物
質
を
除
去
す
る
と
と
も
に
，
県
民
へ
の
周
 

知
を

図
り
ま
す

。
 

   ・
５
年
以

内
の
目
標
達
成

を
目
指
し
，
汚
染
状
況
重
点
調
査

地
域
を
中
心

に
市
町
村

と
一
体
と
な

っ
て
除
染
を
 

推
進

し
ま

す
。
 

・
汚
染
稲

わ
ら

等
の
処
理
に
つ
い
て
は
，
国
の
方
針
に
基
づ
き
適
正
な
処
理
に
努
め
ま
す
。
 

(3
) 
県

民
の
放

射
線

・
放
射
能
に
対
す
る
科
学
的
知
見
の
涵
養
 
～

『
確
か
な

情
報
・
確

か
な
知

識
』
～
 

・
放
射
線

・
放

射
能
に
対
す
る
情
報
を
県
民
一
人
一
人
が
正
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
，
セ
ミ
ナ
ー
開
催
や
出
前
 

講
座

の
拡
充
の
ほ
か

，
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
，
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
を
図
り
ま
す
。
 

こ
れ
ま

で
に

誰
も

経
験

し
た
こ

と
の
な
い

未
曽

有
の

原
子

力
災

害
に

正
面

か
ら

向
き

合
い

，
震

災
以

前
の

安
全

・
安
心

な
み
や

ぎ
を

再
生

す
る

た
め
に

，
県
は
市

町
村

・
民

間
団

体
・

県
民

と
一

体
と

な
っ

て
，

目
標

達
成

に
向

け
て

取
り
組

ん
で

ま
い
り
ま

す
。
 

※
放

射
線
低
減
化
シ
ス
テ
ム
の

流
れ
 

除
染
 
 
 
  
⇒
 
 
  
 保

管
 
 
 

 ⇒
 

  
 
  
減
容
 

  
 
 
 

⇒
 

 封
じ
込
め
 

(
放
射
性
物
質
の
除
去
)
  
  

 
(生

活
環
境
か
ら
隔
離
）
 

 （
焼
却
等
に
よ
る
容
積
の
減
少
）
 
 

 (
遮
へ
い
・
埋
却

) 

⑦
 
正
し
い
知
識
の
普
及

・
啓
発

 

⑥
 
損
害
へ
の
対
応
 

④
 
放
射
線
線
量
低
減
化
対
策

 

③
 
汚
染
・
被
害
の
拡
大
防
止

 

②
 
健
康
不
安
へ
の
配
慮

 

①
 
放
射
線
・
放
射
能
の
監
視
・
測
定

 

 
震

災
以

前
の

安
全

・
安

心
な

み
や

ぎ
の

再
生

 
～

年
間

放
射

線
量
１

ミ
リ
シ

ー
ベ

ル
ト
以

下
の

県
土
づ

く
り

～
 

 
  

個
別
取

組
方
針
 

目
 

標
 

⑤
 
汚
染
物
・
廃
棄
物
の
処
理

 

実
 

 
施

 
 

計
 

 
画
 

基
本
的

視
点

 

○
県
民
の
放
射
線
・
放
射
能
に
対
す
る
科
学
的
知
見
の
涵
養
 
～
『
確
か
な
情
報
・
確
か
な

知
識

』
～
 

○
徹
底
し
た
放
射
線
低
減
化
シ
ス
テ
ム
の
構
築
 
～
年
間
放
射
線
量
１
ｍ
Sv

以
下
の
目
標
達
成
～

 

○
不
安
解
消
の
た
め
の
徹
底
し
た
対
応

 
～
県
民
の
目
線
に
立
っ
た
対
応
～
 



 （
３
）
個
別
取
組

方
針
 

目
標
達
成

に
向
け
た

個
別
取
組
方

針
及
び
主

な
取

組
内
容
は

次
の
と

お
り

。
 

 

①
 
放

射
線
・

放
射

能
の
監

視
・

測
定

 

○
空

間
放

射
線
線
量
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
 

・
全

市
町
村
に
お
け
る
継

続
的
な
定
点
調
査

 

・
県

内
各
市
町

村
へ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
（
連
続
測
定
器
）
の
配
備

 

○
放

射
性
物
質

の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
 

・
検
査
対
象
品
目
の

拡
充

 

・
水

田
，
畑
地

土
壌
や
家
畜
飼
料
等
の
検
査

 

・
港

湾
に
お
け

る
海
水
，
工
業
用
水
，
浄
水
発
生
土
や
下
水

汚
泥
等

の
測

定
 

 
 

 
 
 
○
住

民
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
た
測
定
機
器

の
整
備
 

 
 
・

県
民
持
ち
込

み
の
農
産
物
等
を
検
査
す
る
た
め
の
体
制
整
備

 

  

②
 
健

康
不
安

へ
の

配
慮

 

 
 

 
 
 
○
有

識
者
会
議

で
の
検
討
を
踏
ま
え
た

健
康
不
安

の
払
拭
 

 
 

 
 

 
 
・
健
康
不
安
払
拭
の
た
め
の
取
組
の
充
実

 

 
 
 
 
 

 
・
健
康
へ
の
影
響
や
対
応
方
針
等
に
つ
い
て
国
の
責
任
と
判
断
に
お
い
て
示
す

よ
う
求
め

る
要
望
の

実
施

 

  

③
 
汚

染
・
被

害
の

拡
大
防

止
 

＜
放
射

性
物

質
汚

染
の
拡

大
防
止
＞

 

○
飲

食
物
に
よ

る
放
射
性
物
質

汚
染
の

拡
大
防
止
 

・
暫

定
指
標
値

や
暫
定
規
制
値
を
超
え
た
場
合
の
出
荷
制
限
等
の
徹
底

 

＜
経
済

的
被

害
の

拡
大
防

止
＞

 

○
金

融
・
経
営
支
援
 

・
風
評
被
害
等

に
よ
り
業
績
が
悪
化
し
た
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る

相
談
体
制

の
充
実

 

・
出

荷
制
限
や

風
評
被
害
を
受
け
た
農
林
水
産
業
者
に
対
す
る
経
営
継
続
の
支

援
 

・
輸

出
関
連
産

業
に
対
す
る
取
引
継
続
等
の
た
め
の
支
援

 

○
技

術
支
援
 

・
農
林
水
産
業
者
に
対
す

る
検
査
体
制
等
の
整
備
の
た
め
の
支
援

 

・
工

業
製
品
を
対
象
と
し

た
残
留
放
射
能
の
測
定
支
援

 

○
安

全
性
の
Ｐ

Ｒ
 

・
県

内
産
農
産
物
等
の
安
全
性
の
Ｐ
Ｒ
と
販
売
促
進
へ
の
支
援
や
イ
ベ
ン
ト
等
の
開
催

 

・
県

内
の
観
光

の
魅
力
を
情
報

発
信
す

る
た
め
の

キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
や

イ
ベ
ン
ト

等
の
開
催

 

     

    

④
 
放

射
線
線

量
低

減
化
対

策
 

○
除
染
実
施
市
町
村
と
一
体
と
な
っ
た
取
組

の
推
進
 

・
市
町
村
に
対
す
る
除
染

支
援
チ
ー
ム
や
環
境
審
議
会
へ
の
専
門
委
員
の
設
置
，
県
と
市
町

村
に

よ
る

除
染

 

対
策
連
絡
調
整
会
議

の
設
置

 

 

 

⑤
 
汚

染
物
・

廃
棄

物
の
処

理
 

○
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
物
の
処
理
の
円
滑
化
 

・
国
の
基
準
に
従
っ
た
汚
染
物
処
理
の

円
滑
な
推
進
 

 
 
 

 
 
○
放
射
性
物
質
濃
度
が
基
準

値
を
超
え
る
廃
棄
物
等
の
国
に
よ
る
処
理
の
促
進
 

・
放
射
性
物
質
濃
度
が

8
,
00
0
B
q／

kg
を
超
え
る
廃
棄
物
等
に
つ
い
て
最
終
処
分
ま
で
を
国

が
主

体
的

に
 

責
任
を
持
っ
て
行
う
よ
う
求
め
る
要
望

の
実
施
 

  

⑥
 
損

害
へ
の

対
応

 

 
 ○

民
間
団
体
・
市
町
村
等
の
被
害
状
況
の
把
握
 

・
県
民
会
議
を
通
じ
た
民
間
団
体
・
市
町
村
等
の
被
害
状
況
の
調
査
や
情
報
共

有
 

 
 
○
損
害
賠
償
請
求
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
設
置
 

・
県
民
会
議
に
設
置
す
る

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
の
損
害
賠
償
請
求
等
の
検
討

 

○
国
へ
の
要
望
及
び
東
京
電
力
へ
の
損
害
賠
償
請
求
等
 

・
原
発
事
故
に
よ
る
風
評
被
害
を
含
む
県
民

す
べ
て
の
損
害
及
び
自
治
体
の
被
害
対
策
経

費
を
賠

償
の

対
象

 

と
し
て
指
針
に
明
記
す
る
よ
う

求
め
る
国
へ
の
要
望
の
実
施

 

・
東
京
電
力
に
対
す
る
市
町
村
及
び
民
間
団
体
と
連
携
し
た
損
害
賠
償
の
請
求
及
び
迅
速

か
つ
完

全
な

賠
償

 

の
履
行
を
求
め
る
要
請
の
実
施

 

  

⑦
 
正

し
い
知

識
の

普
及

・
啓
発
 

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
各
種
媒
体
に
よ
る
情
報
提
供

 

・「
放
射
能
情
報
サ
イ
ト
み
や
ぎ
」
な
ど
各
種
広
報
媒
体
を
活
用
し
た
正
確

な
情
報
の
提
供

 

○
不
安
解
消
に
向
け
た
対
応
 

・
放
射
線
等
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
・
講
演
会
の
開
催
に
よ
る
正
し
い
知
識
の
普
及
・
啓
発

 

・
各
種
広
報
媒
体
や
イ
ベ
ン
ト
等
を
活
用
し
た
国
内
外
へ
の
Ｐ
Ｒ

 

 



環境審議会「放射能対策専門委員」の設置について 
 

１ 目的 

  東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い，放射性物質が広域的に飛散した。宮城県内に

おいても様々な分野においてその影響がみられており，県民の不安は増大している。県では，

これまで，空間放射線量や水道水・農産物などの放射能の測定を実施してきたが，県民の一層

の不安解消を図るためには，技術的なアプローチと高度な知識に裏打ちされた広報・啓発が不

可欠である。 

  そのため，本県の環境の保全にかかる基本的事項を調査審議する「環境審議会」において放

射性物質汚染に関することについて諮問し，同審議会からの意見を本県の放射線・放射能にか

かる施策・事業に反映させるもの。なお，環境審議会においては，専門委員を設置して調査審

議する。 

 

２ 諮問事項 

  「東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた宮城県内の放射線・放射能に関する測定及

び線量低減対策のあり方について」 

 

３ 専門委員の設置 

  環境審議会条例第４条の規定により，専門の事項を調査させるため，専門委員を置く。 

  氏  名 職    名 備  考 

１ 石

いし

 井

い

 慶

けい

 造

ぞう

 

東北大学大学院工学研究科量子エネルギ

ー工学専攻教授 

 

２ 石

いし

 塚

づか

 昶

のぶ

 雄

お

 

社団法人 日本原子力産業協会 常務理

事 

 

３ 井

いの

 上

うえ

 千

ち

 弘

ひろ

 東北大学大学院環境科学研究科教授 環境審議会委員 

４ 須

す

 藤

どう

 隆

りゅう

 一

いち

 東北文化学園大学大学院客員教授 環境審議会委員 

５ 

 

西

にし

 村

むら

   修

おさむ

 東北大学大学院工学研究科教授 

環境審議会水質

専門委員 

６ 

 

細

ほそ

 見

み

 正

まさ

 明

あき

 東京農工大学教授  

（順不同）  

４ これまで及び今後のスケジュール 

 ○ 平成２３年１２月２０日  環境審議会会長に諮問 

 ○ 平成２３年１２月２６日  環境審議会放射能対策専門委員の委嘱 

 ○ 平成２３年１２月２６日  第１回 環境審議会放射能対策専門委員会議の開催 

 ○ 平成２４年 １月１９日  第２回 環境審議会の開催 

 ○ 平成２４年 １月３０日  第２回 環境審議会放射能対策専門委員会議の開催 

 ○ 平成２４年 ３月２８日  第３回 環境審議会の開催 



 

 

 

 

 

７ 放射性物質汚染対処特措法に基

づく除染の実施 

 

 

 

 

 

 



県の除染対策への取組 

 

１ 放射性物質汚染対処特措法に基づく「汚染状況重点調査地域」の指定及び市町村の状況 

 (1) 平成２３年１２月２８日指定 

  ・８市町の全域が指定 

  （石巻市，白石市，角田市，栗原市，七ヶ宿町，大河原町，丸森町，山元町） 

 (2) 平成２４年２月２８日指定 

  ・亘理町の全域が指定 

 (3) 指定市町の状況 

  ・県内の汚染状況重点調査地域の各市町では，亘理町も含め，３月中に計画を策定し，

４月以降に除染を開始することを目指し，除染実施計画を策定中。なお，石巻市につい

ては，継続調査することとしている。  

 

２ 除染に対する県の取組  

 (1) 放射性物質汚染に係る除染支援チームの編成  

   放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域に指定された市町の円滑な

除染の推進を支援するため，関係職員で構成する除染支援チームを編成し，国との調整，

除染実施計画の策定支援など，市町村と一体となって除染を推進している。  

  ○ 設  置： 平成２３年１２月２１日  

  ○ メンバー： 環境生活部内の職員２３名  

 (2) 除染対策連絡調整会議の設置  

   汚染状況重点調査地域の市町が除染対策を推進するにあたり，県と当該市町による除染

対策連絡調整会議を設置しており，相互に情報を共有しながら共通する課題を検討し，今

後の円滑な除染の実施につなげている。  

  ○ 構   成 ： 汚染状況重点調査地域の市町長と県（幹事会は担当課長）  

  ○ 第１回会議 ： 平成２３年１２月２６日 

   ○ 第１回幹事会： 平成２４年 ２月 ９日  

  (3) 環境審議会「放射能対策専門委員」の設置  

    本県の環境の保全にかかる基本的事項を調査審議する「環境審議会」において，放射

能対策のあり方について諮問し，審議会からの意見を，除染対策を含めた本県の放射線・

放射能にかかる施策・事業に反映させるもの。環境審議会において，専門的に審議する

ため「放射能対策専門委員」を設置した。  

   ○ 構   成： 学識経験者６名（座長：須藤隆一環境審議会会長）  

   ○ 第１回会議： 平成２３年１２月２６日  

   ○ 第２回会議： 平成２４年 １月３０日 

  (4) 除染アドバイザーの委嘱  

    市町村に対しする除染に関する技術的なアドバイス又は，県有施設の除染を行う上で，

特に専門的な知識や技術的知見が必要になる場合もあるため，除染や放射線・放射能な

どの専門的な知識を有した学識経験者を除染アドバイザーとして委嘱し，様々な場面で

活用している。 

  (5) 市町村職員向け除染講習会の開催  

    汚染状況重点調査地域の市町村の除染対策及びそれ以外の市町村におけるマイクロホ

ットスポット対策への円滑な推進のため，除染活動の実務等について，専門家を招き，

県や市町村の職員に対する研修会を開催する。（３月２７日開催予定） 





 

 

 

 

 

８ 東京電力福島第一原子力発電所

事故による損害に係る賠償等 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故による 

損害に係る賠償等について 

 

福島第一原子力発電所事故による損害賠償の流れ及び県の対応等については，次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国国国国（（（（文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省））））    

国国国国    （（（（内閣府内閣府内閣府内閣府・・・・    

経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省・・・・    

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省））））    

東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社東京電力株式会社    

○東京電力東京電力東京電力東京電力㈱㈱㈱㈱補償相談業務体制補償相談業務体制補償相談業務体制補償相談業務体制 

                             社内個別対応 

原子力損害原子力損害原子力損害原子力損害のののの判定等判定等判定等判定等にににに関関関関するするするする中間指針中間指針中間指針中間指針 

（H23.8.5 公表） 

被害者 （個人，個人事業者，法人，各種団体等） 

 

相談等 

補償相談室 

（コールセンター） 

0120‐926‐404 

相談窓口 

 

請

求 
発送 確認 訪問 

東京電力㈱の損害賠償基準 

（H23.8.30 個人分，9.21 事業者分公表） 

原子力損害賠償紛争審査会原子力損害賠償紛争審査会原子力損害賠償紛争審査会原子力損害賠償紛争審査会    

（H23.4.11 文部科学省に設置） 

紛争解決センター 

（H23.8.29 設置） 

和解仲介 

申立 

裁判裁判裁判裁判    

東京電力東京電力東京電力東京電力にににに対対対対しししし，，，，    

賠償賠償賠償賠償基準基準基準基準のののの見直見直見直見直しししし，，，，

賠償賠償賠償賠償のののの完全完全完全完全なななな履行履行履行履行等等等等    

をををを求求求求めていくめていくめていくめていく。。。。    

補償運営センター 

 

請求書発送，受付， 

確認，支払手続等 

 

東北補償相談東北補償相談東北補償相談東北補償相談センターセンターセンターセンター    

（H23.10.1 開設， 

H23.12.7H23.12.7H23.12.7H23.12.7 相談窓口開設相談窓口開設相談窓口開設相談窓口開設） 

個別現地調査，訪問，相談 

 

○○○○東京電力福島第一原子力発電所事故東京電力福島第一原子力発電所事故東京電力福島第一原子力発電所事故東京電力福島第一原子力発電所事故

対策対策対策対策みやぎみやぎみやぎみやぎ県民会議県民会議県民会議県民会議    

（H23.9.12 設置） 

    

損害賠償請求に係る 

検討部会（設置予定） 

指針の検証・被害の把握 等 

原子力安全対策課原子力安全対策課原子力安全対策課原子力安全対策課    

（H23.9.12 設置）    

請求却下，不完全な

賠償等の相談受付 

    

国国国国にににに対対対対しししし，，，，指針見直指針見直指針見直指針見直しをしをしをしを要望要望要望要望    

※H23.10.5 県から要望 

原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償

支援機構支援機構支援機構支援機構    

（H23.9.12 設置） 

※10 月 31 日より 

相談チームによる 

巡回開始 


